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フラット３５金利優遇０．５％ ２０１３年度から 若年層の購入を促す 

国土交通省は主に若年層の住宅購入を後押しするため、２０１３年度から住宅金融支

援機構が取り扱う長期固定金利型住宅ローン「フラット３５Ｓ」の新しい金利優遇制

度を設ける方針。初めて一戸建てや分譲マンションを購入する人を対象に、通常は０．

３％の金利優遇幅を０．５％にする。来年度予算案の概算要求で、当初１０年間はフ

ラット３５Ｓ金利を０．５％引き下げるよう求める。優遇の対象となる貸出額の上限

は２千万円。 

都内の木造住宅密集地域対策 不燃化先行地域を選定 

東京都は、災害時に火災が広がる恐れがある木造住宅密集（木密）地域の「不燃化１

０年プロジェクト」で、先行して対策を進める地域を選定した。都は区の提案を参考

に、今年度中に不燃化を後押しする助成制度を作成する。今後「不燃化特区」に指定

し、早急に対策を進める。不燃化特区の先行実施地区は、墨田区京島周辺・鐘ヶ淵周

辺東、品川区東中延１・２丁目、中延２・３丁目、目黒区原町１丁目・洗足１丁目、

大田区大森中、中野区弥生町３丁目周辺、豊島区東池袋４・５丁目、北区十条駅西、

荒川区荒川２・４・７丁目、板橋区大谷口、葛飾区四つ木１・２丁目、江戸川区南小

岩７・８丁目周辺。 

池袋の造幣局移転 豊島区が跡地を防災公園に整備へ 

造幣局は、豊島区内にある東京支局をさいたま新都心の三菱マテリアル総合研究所跡

地に移す方針を固めた。１５ヘクタール超の研究所跡地のうち約２ヘクタールを取得

し、来年３月末までに支局機能をすべて移転させる。豊島区は、東日本大震災を契機

に地域防災力の強化へ造幣局の敷地に防災公園の整備を目指すことを決め、造幣局に

移転を要請してきた。今後、区の構想実現を目指す。 

赤坂小学校跡地に大学を誘致 港区が公募 

港区は、赤坂見附駅近くの旧区立赤坂小学校跡地に大学を公募で誘致する。学校に隣

接する２つのビルの地権者と共同で、合計６６４０㎡の敷地を５０年の定期借地権で

貸し出す。赤坂地区は区内でも最も住民の高齢化率が高い地域。進出を希望する大学

には、①地域防災への貢献 ②住民の生きがいづくりの支援 ③商業活性化など地域

振興への協力の３分野の地域貢献を求め、その提案を審査して大学を選定する。同区

は今後土地の賃借料など詳細な公募条件を公表する。 

マンション修繕積立基金 １０年で６割上昇 

民間調査会社がまとめた今年１～８月の首都圏の分譲マンションの修繕積立基金の

平均額は４２万７００９円で、１０年前の２６万４２５３円に比べて約６２％上昇し

た。修繕積立金は６５０３円で同約２１％高くなっている。マンションの大規模・高

層化に加え耐震設備の機能などが向上し、修繕や管理にかかるコストが上昇している

ことが要因。分譲マンションの入居者は、入居時に修繕積立基金として一時金を払う

ほか、管理会社などが立てる長期修繕計画にもとづいて、毎月修繕積立金を支払う形

が一般的。 

こどもの城閉館へ 老朽化・役割終える 

厚生労働省は、渋谷区内にある国立総合児童センター「こどもの城」を２０１５年３

月末までに閉館する方針を決めた。施設の老朽化が進んでいることなどが理由。閉館

後の跡地の用途は決まっておらず、今後検討する。こどもの城は１９８５年に児童福

祉の拠点として開館。子どもや家族がスポーツ、音楽などの体験活動に取り組めるほ

か劇場やレストランも併設する。１０年の事業仕分けでは、民間の仕分け人から事業

の見直しを求める意見が上がっていた。 

「地域防災計画」と宅建業者・取引主任者 

防災については、宅建業法でも第３５条第１項の重要事項説明の列挙事項に係る政省

令に津波防災地域づくり法の津波災害警戒区域内か否かの関係等が加えられるなど、

その説明事項が広がっている。地域防災計画は、多様な災害対策に関する事項が地域

ごとに総合的にまとめられており、現在急ピッチで見直しが進められている。例えば、

本年６月に公表された平成２４年版防災白書によると、津波対策に関する記述におい

ては２４年４月末時点で、海と接する地方公共団体の「約２割が既に修正、約２割が

間もなく修正予定、残る約６割が修正に向けて検討を進めている。」としている。こ

のように、海と接するほぼすべての地方公共団体が東日本大震災以降、地域防災計画

における津波対策の強化に取り組んでいる。地域防災計画は、国の政策の充実に応じ

て、また、地域独自の政策判断で前進していく。これで打ち止めということはない。

宅建業者・取引主任者においては、不動産の売買や賃貸借の仲介等に当たり、適時適

切に当該地域の地域防災計画を都道府県・市町村のホームページ等で確認しておくこ

とが求められる。取引の相手方等に対する説明の際に必要に応じて紹介することや、

重要事項説明書に参考として地域防災計画が掲載されている地方公共団体のホーム

ページアドレスを記載しておくことも適切な工夫であろう。 


